
関係法令 

警察法（昭和二十九年法第百六十二号）（抄） 

 

（職員の人事管理） 

第五十六条 都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官（以下「地

方警務官」という。）は、一般職の国家公務員とする。  

２ 前項の職員以外の都道府県警察の職員（以下「地方警察職員」という。）の任用

及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して地方公務員法の規定

により条例又は人事委員会規則で定めることとされている事項については、第三

十四条第一項に規定する職員の例を基準として当該条例又は人事委員会規則を定

めるものとする。  

３ 警視総監又は警察本部長は、第四十三条の二第一項の規定による指示がある場

合のほか、都道府県警察の職員が次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認

める場合は、速やかに事実を調査し、当該職員が当該各号のいずれかに該当する

ことが明らかになつたときは、都道府県公安委員会に対し、都道府県公安委員会

の定めるところにより、その結果を報告しなければならない。  

一 その職務を遂行するに当たつて、法令又は条例の規定に違反した場合  

二 前号に掲げるもののほか、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合  

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 

      

（地方警務官等に係る国家公務員法の適用の特例） 

第五十六条の二 前条第一項の規定にかかわらず、特定地方警務官（地方警務官のう

ち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、

引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則

で定める者をいう。以下同じ。）については、国家公務員法第百六条の二の規定は、

適用しない。  

２ 特定地方警務官であつた者で、離職後に国家公務員法第百六条の二第一項に規定

する営利企業等の地位に就いているもの（同法第百六条の四第一項に規定する退職

手当通算離職者を除く。）は、同法第百六条の四及び第百九条の規定の適用につい

ては、これらの規定に規定する再就職者に含まれないものとする。  

３ 特定地方警務官に対する国家公務員法第百十二条の規定の適用については、同条

第一号中「第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項」とあるのは「第百六条の

三第一項」と、同号及び同条第二号中「若しくはその子法人の地位に就くこと、又

は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若し

くはその子法人の地位に就かせること」とあるのは「又はその子法人の地位に就く

こと」とする。  

４ 特定地方警務官以外の地方警務官及び第三十四条第一項に規定する職員に対す
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る国家公務員法第百六条の二、第百六条の四、第百九条、第百十二条及び第百十三

条の規定の適用については、同法第百六条の二第一項中「他の職員」とあるのは「他

の職員（警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）第五十六条の二第一項に規定す

る特定地方警務官（以下単に「特定地方警務官」という。）を除く。）」と、同法第

百六条の四第一項及び第百九条第十四号中「役職員」とあるのは「役職員（特定地

方警務官を含む。以下この条において同じ。）」と、同法第百十二条第二号中「役職

員に」とあるのは「役職員（特定地方警務官を含む。）に」と、同法第百十三条第

一号中「役職員又は」とあるのは「役職員（特定地方警務官を含む。以下この号に

おいて同じ。）又は」とする。 


